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2023 年度 第 1 回 7 月 

一橋大本番レベル模試 
日本史・採点基準 

◆共通の基準◆ 
１．採点基準においては加点要素を，３点のものは太字・アミカケ☐☐で，２点のものは二重線□□で，１点のものは下

線□□で，それぞれ示している。採点に際しては常に前後の文脈に留意する（◎で示した事項，< >内に示した事項

に内容が反していないかを確認する）。例外的対応などについては※で示してある。 
２．加点要素に直接関係している歴史用語等（太字で表示）について，①誤字・略字を含む表記，②漢字で記すべき語句

のひらがな・カタカナ表記，③漢数字を含む語句への算用数字をもちいた表記は，原則として当該加点要素の配点か

ら漢字1文字分につき１点減点とするが，同一語句・文字がくりかえし不適正な形で表記されている場合は，それぞ

れを減点の対象とするのではなく，まとめて１点減点とする。④脱字，当て字のある歴史用語等の表記は，非加点と

する。 

３．小問の番号の記入がなされていない場合，小問の番号の記入が欄外である場合は，その小問全体の得点から１点減点

とする。ただし，その小問全体の得点が０点である場合は減点しない。 

５．大問の制限字数を超過した答案については，模試という性質を考慮して対処する。 

◆採点基準上の記号◆ 
１．◎   …前提条件       （例）「◎アメリカ」 

                               「a 第一次世界大戦に参戦した」 

                               →答案例「イギリスは第一次世界大戦に参戦した」 

                                       ◎の内容と整合性がないため非加点 

※◎の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

２. <    >…前提条件       （例）「a <首相の>浜口雄幸」 

                               →答案例「浜口雄幸蔵相」 

                                       <    >の内容と整合性がないため非加点 

※<    >の内容は答案構成において明白にされていれば必ずしも記されていなくても良い 

３．〔    〕…別表現       （例）「a 益田〔天草四郎〕時貞」→「益田時貞」と「天草四郎時貞」 

４．（    ）…省略可能箇所 （例）「a 遙任(国司）」          →「遙任」と「遙任国司」 

 

Ⅰ 前近代の北方世界 
問１ 
◆加点要素の合計１０点→１０点満点◆ 
◎ ①  

a ①隼人 ………２点以内 

◎ ②  

b ②遣唐使 ………２点以内 

◎ ③  

c ③九条兼実 ………２点以内 

◎ ④  

d ④十三湊 ………２点以内 

◎ ⑤  

e ⑤コシャマイン ………２点以内 
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問２ 
◆加点要素の合計５点→５点満点◆ 
◎「征夷大将軍」 

a 坂上田村麻呂 ………１点以内 

b 阿弖流為を服属させた ………１点以内 

c 胆沢城を築いて鎮守府を移した ………２点以内 

d 志波城を築いた ………１点以内 

※b・c より前のこととした場合は非加点 

問３ 
◆加点要素の合計５点→５点満点◆ 
◎藤原秀衡の子 

a 藤原泰衡 ………２点以内 

b 源義経を殺害した ………１点以内 

c 源頼朝に源義経を匿ったことを理由に滅ぼされた ………２点以内 

問４ 
◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 
◎北条氏一門の発展 

a 蒙古襲来を機として幕府の西国への影響が強まるなかでのことだった ………３点以内 

◎北条氏一門 

b 鎮西探題に就いた ………２点以内 

c 西国の防備と九州の訴訟を担う役職に就いた ………２点以内 

d 守護の半分以上を占めるようになった ………２点以内  

問５ 
◆加点要素の合計１２点→１２点満点◆ 
◎中世の人びとの社会観念  

a 支配者の交代によって社会におけるさまざまな関係が改められるという観念 ………１点以内 

◎６代将軍 

b 足利義教 ………２点以内 

◎６代将軍の就任を機に発生した土一揆  

c 正長の土一揆 ………２点以内 

d <土一揆の要求である>徳政令は出されなかった ………１点以内 

◎６代将軍が死去した事件 

e 嘉吉の変 ………２点以内 

f 赤松満祐に殺害された ………１点以内 

◎６代将軍が死去した直後に発生した一揆 

g 嘉吉の土一揆 ………２点以内 

h <土一揆の要求である>徳政令が出された ………１点以内 

問６ 
◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 
◎松前藩  

a <当初は>商場知行制をとった ………２点以内 

b <当初は>商場における交易権を家臣に与えた ………１点以内 

c シャクシャインの戦いを経てアイヌを服従させた ………３点以内 

※a・b より前のこととした場合は非加点 

d <18世紀前半には>場所請負制度が定着した ………２点以内 

※a・b・c より前のこととした場合は非加点 

e <18世紀前半には>商場を和人の商人の請負とした ………１点以内 

※a・b・c より前のこととした場合は非加点  
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Ⅱ 明治期の鉄道 
問１  
◆加点要素の合計１１点→１１点満点◆ 
◎「事態」 

a 在郷商人が横浜に商品を直接送った ………３点以内 

b 江戸の問屋を中心とする流通機構がくずれた ………２点以内 

◎「事態」に対する法令 

c 五品江戸廻送令 ………３点以内 

d 生糸などを江戸に送ることを命じたものだったが効果は上がらなかった ………３点以内  

問２ 
◆加点要素の合計１６点→１６点満点◆ 
◎政府への建白書が提出される前 

a 国立銀行条例の改正で兌換義務が取り除かれた ………３点以内 

b 国立銀行が増加した ………１点以内 

c 不換銀行券が増えた ………１点以内 

d 西南戦争の戦費が必要となった ………２点以内 

e 政府が不換紙幣を増発した ………２点以内 

f 真壁騒動や伊勢暴動が起こった ………２点以内 

g 地租改正反対一揆が起こった ………２点以内 

h 地租率を３％から 2.5％に引き下げた ………３点以内 

問３ 
◆加点要素の合計１４点→１４点満点◆ 
◎大阪紡績会社 

a 株式会社の形で資金を調達した ………２点以内 

b 安価な輸入綿花を用いた ………２点以内 

c 蒸気機関を用いた大規模経営を実現した ………２点以内 

d 昼夜二交代制を導入した ………１点以内 

◎大阪紡績会社の経営軌道化における環境 

e <立地面で>原料の綿花を調達しやすかった ………１点以内 

f 低賃金の女工を確保しやすい状況があった ………２点以内 

◎大阪紡績会社の経営軌道化の時期 

g 松方財政が行われていた ………２点以内 

h 自作農が小作農に転落する動きが進んでいた ………２点以内 

問４  
◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 
◎民営鉄道が急減した理由 

a 鉄道国有法が制定された ………２点以内 

b <国に>主要幹線の民営鉄道会社が買収された ………１点以内 

◎「従来の民営鉄道会社とは異なる鉄道会社」 

c 南満州鉄道株式会社 ………２点以内 

d 半官半民の企業だった ………１点以内 

e ポーツマス条約で得た旧東清鉄道を経営した ………３点以内 
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Ⅲ 賀屋興宣『戦前・戦後八十年』 

問１ 
◆加点要素の合計１４点→１４点満点◆ 
◎新たな戦争の形態・概念 

a 総力戦 ………２点以内 

◎第一次世界大戦における日本軍 

b 青島を占領した ………２点以内 

c 赤道以北のドイツ領南洋諸島を占領した ………２点以内 

d ほとんど戦闘行為に加わることがなかった ………１点以内 

◎新たな戦争の形態・概念にもとづく体制の構築に関わる法律 

e 国家総動員法 ………２点以内 

f 支那事変に際して制定された ………２点以内 

※「日中戦争に際して制定された」は非加点（「日中戦争」は史料に挙げられている表現ではないため） 

g <政府が戦時に際して>人的・物的資源を勅令によって統制・運用することを可能とした ………３点以内 

問２ 

◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 
◎「第二次世界大戦後の裁判」 

a 極東国際軍事裁判 ………２点以内 

b 広田弘毅が死刑となった ………２点以内 

c 連合国側の原爆投下などの行為は不問とされた ………３点以内 

d 「勝者の裁き」の面がある ………１点以内 

問３  

◆加点要素の合計８点→８点満点◆ 
◎1971年８月のアメリカの政策 

a 金とドルとの交換停止 ………２点以内 

b ニクソン大統領による ………２点以内 

c ブレトン゠ウッズ体制を動揺させた ………２点以内 

◎1971年 12月の措置 

d １ドル＝360円から308円へと変更された ………２点以内 

問４  

◆加点要素の合計９点→９点満点◆ 
◎ブッシュ・ゴルバチョフの米ソ首脳 

a マルタ島で冷戦の終結を確認した ………３点以内 

◎国際情勢 

b 東欧革命が起こった ………１点以内 

c 東欧諸国が東側陣営から離脱した ………１点以内 

d 東西ドイツの統一が実現した ………２点以内 

※a より前のこととした場合は非加点 

e ソ連が解体した ………２点以内 

※a・b・c・d・e より前のこととした場合は非加点 

問５  
◆加点要素の合計１１点→１１点満点◆ 
◎1960年代に締結された条約 

a <1960年代前半に>部分的核実験禁止条約が締結された ………２点以内 

b <1960年代後半に>核兵器拡散防止条約が締結された ………２点以内 

◎1960年代後半に打ち出された「方針」 

c 非核三原則 ………２点以内 

d 佐藤栄作内閣のもとで打ち出された ………２点以内 

e 核兵器を「もたず，つくらず，もち込ませず」とした ………３点以内 


